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各都道府県教育委員会特別支援教育担当課 
各指定都市教育委員会特別支援教育担当課 
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 
附属学校を設置する各国公大学法人担当課 御中 
構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 
 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 
 
 

医療的ケアが必要な幼児児童生徒のスクールバスなどの 

専用通学車両による登下校時の安全確保について 
 
 
 去る５月１７日（金）に宮城県において、特別支援学校高等部に通う医療的ケアが

必要な生徒が喀痰が原因で登校中のスクールバスの中で心肺停止状態となり搬送さ

れ、病院で死亡が確認されるという事案が発生しました。 

文部科学省においては、本年３月に発出した通知「学校における医療的ケアの今後

の対応について（平成 31 年 3 月 20 日付け 30 文科初第 1769 号文部科学省初等中等教

育局長通知）」において、 

① スクールバスなど専用通学車両への乗車については、医療的ケア児の乗車可能

性をできる限り追求し、個別に判断すること。 

② スクールバスなど専用通学車両の登下校において、乗車中に喀痰吸引が必要と

なる場合には看護師又は准看護師（以下「看護師等」という。）による対応を基

本とすること。運行ルート設定の際、安全に停車可能な地点をあらかじめ確認し、

停車して医療的ケアを実施すること。 

③ 緊急時対応が必要となる場合の対応策について、保護者と学校関係者（教育委

員会の委嘱した学校医・医療的ケア指導医、看護師等を含む。）との共通理解を

図ること。 

と、医療的ケアが必要な幼児児童生徒のスクールバスなどの専用通学車両による登下

校時の安全確保について適切な対応をお願いしているところです。 

 各学校の設置者においては、医療的ケアが必要な幼児児童生徒が通う学校に対して、

各学校において作成する個別マニュアル等に、例えば、スクールバスによる登下校時

に容態が急変した際は、速やかに、安全な場所に停車し、直ちに、救急車を要請する

などの危機管理への対応が盛り込まれているか、また、作成した個別マニュアル等の

内容が関係する全ての職員に理解されているかなどの確認を求めるなど、緊急の対応

が必要な事態が発生した際の対応に万全を期すようお願いいたします。 

 各都道府県教育委員会においては、域内の市（指定都市を除く。）区町村教育委員

会に対して、各都道府県及び構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた地方

公共団体においては、所轄の学校法人及び学校設置会社に対して周知くださるようよ

ろしくお願いいたします。 
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